
 
 

平 成 １ ４ 年 ７ 月 １ ２ 日 
自然環境の総点検等に関する協議会  

 

首都圏における保全すべき自然環境について 
－自然環境の総点検（中間とりまとめ）－ 

 
 平成１３年１２月に都市再生本部で決定された都市再生プロジェクト（第三次決定）「大
都市圏における都市環境インフラの再生」の「１．まとまりのある自然環境の保全」を具
体的に推進することを目的に、関係省庁、都県市からなる「自然環境の総点検等に関する
協議会」及びその幹事会が平成１４年３月１日に設置され、首都圏における自然環境を総
点検し、保全すべき対象等を抽出することとした。 
 検討にあたっては、協議会などと併行して、学識経験者からなる研究会においても議論
を行った。これらの経過を経て、首都圏の自然環境の総点検を実施し、保全すべきまとま
りのある自然環境を抽出した。本日、第２回自然環境の総点検等に関する協議会が開催さ
れ、これまでの検討成果の中間とりまとめが行われた。 
 
１．自然環境の総点検・評価について 
○対象地域：都心からおおむね５０ｋｍの圏域 
（首都圏整備法に基づく既成市街地、近郊整備地帯（沿岸域を含む）） 

○対象となる自然環境：自然植生、二次的自然、農地・林地、水域、その他市街地の緑等 
○自然環境を多面的に評価：自然環境の有する機能を以下の５つに分類し、それぞれの機
能からみた評価を実施（別紙１）。【①生物多様性保全の場提供機能，②人と自然とのふ
れあいの場提供機能，③良好な景観提供機能，④都市環境負荷調節機能，⑤防災機能】 

 

２．保全すべき自然環境の抽出 
自然環境の５つの機能の評価結果を基に、広域的観点から保全すべき自然環境として

２５箇所のゾーン及び河川を抽出した（別紙２）。 
なお「保全すべき自然環境」とは、単に現状維持を意図するものではなく、事業実施

等により自然環境を適切に改善、修復することも含めたものである。 
 

３．今後、自然環境の「緑のくさび」により都市再生を推進 
今回の自然環境の総点検作業を通じ、首都圏においてまとまった貴重な自然環境が残存

することが確認された。残された自然環境は、あたかも市街地にくさびのように張り出
す形で残存しており、このようなくさび状の緑地等自然環境を保全し、首都圏の自然環
境を回復していくことが肝要である。今後、自然環境の「緑のくさび」により都市の再
生のための戦略を実施していく必要がある。 
その他、今後取り組むべき課題として、関係主体で連携した取組の実施、具体的施策

の検討、自然環境の保全・再生・創出を総合的に考慮した都市環境インフラのグランド
デザインの検討、首都圏の自然環境に関するデータベースの整備等を挙げている。 

 
 

資料６－２ 



別紙１ 
 

自然環境の評価について 

 

  

対象地域の設定
　　
　首都圏整備法に基づく既成市街地、近郊整備地帯

対象とする自然環境の設定

・自然植生、二次的自然、農地・林地、水域などを対象として設定　　

自然環境を機能毎に評価
　　
　・既存のデータを用いて定量的に評価
　・５つの機能毎に５ランクで評価

自然環境を５つの機能に分類
　　
　・生物多様性保全の場提供機能
　・人と自然とのふれあいの場提供機能
　・良好な景観提供機能
　・都市環境負荷調節機能
　・防災機能

抽出の際に着目する５つの観点
　　
　・市街地の周辺部を大規模に取り巻く
　 自然環境
　・市街地に拠点として存在する、あるい
　　はくさび状に入り込んでいるまとまり　
　　のある自然環境
　・市街地に存在する都市公園、河川な
　　どの自然環境
　・湖沼、水田、樹林地、河川などの異な
　　る態様が混在する自然環境
　・沿岸域の自然環境

保全すべき自然環境の抽出
　　
　・生物多様性保全の場、人と自然とのふれあい
　の場、良好な景観提供の各機能の評価におけ
　るランク１～３を基にゾーンとして抽出
　・他の２機能は妥当性を判断する材料として

利用
　・ゾーン内で拠点となる地区をコアエリアとして　
　選定

（沿岸域を含む）

対象地域の設定
　　
　首都圏整備法に基づく既成市街地、近郊整備地帯
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自然環境を５つの機能に分類
　　
　・生物多様性保全の場提供機能
　・人と自然とのふれあいの場提供機能
　・良好な景観提供機能
　・都市環境負荷調節機能
　・防災機能

抽出の際に着目する５つの観点
　　
　・市街地の周辺部を大規模に取り巻く
　 自然環境
　・市街地に拠点として存在する、あるい
　　はくさび状に入り込んでいるまとまり　
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保全すべき自然環境ゾーン 

 

①三浦半島ゾーン 

②湘南丘陵ゾーン 

③横浜の丘ゾーン 

④八菅山・荻野ゾーン 

⑤相模原ゾーン 

⑥多摩丘陵ゾーン 

⑦多摩川右岸崖線ゾーン 

⑧国分寺崖線ゾーン 

⑨多摩の森林ゾーン 

⑩狭山丘陵ゾーン 

⑪三富新田ゾーン 

⑫荒川・江川ゾーン 

⑬見沼田圃・安行ゾーン 

⑭葛西臨海ゾーン 

⑮草加・越谷新田ゾーン 

⑯市川・船橋の台地ゾーン 

⑰三番瀬ゾーン 

⑱利根川・菅生沼ゾーン 

⑲牛久沼ゾーン 

⑳手賀沼ゾーン 

○21 印旛沼ゾーン 

○22 東千葉の台地ゾーン 

○23 盤洲・小櫃川ゾーン 

○24 鹿野山ゾーン 

○25 富津岬ゾーン 

○鶴見川、神田川、善福寺川、石神井川、花見川、都川 

○相模川、多摩川、隅田川、荒川、江戸川、利根川、小貝川 



参考 

都市再生プロジェクト（第三次決定）＜抜粋＞ 

平成１３年１２月４日 都市再生本部決定 

 

Ⅲ．大都市圏における都市環境インフラの再生 

 

豊かでうるおいのある質の高い都市生活を実現するため、大都市圏の既成市街地におい

て、自然環境を保全・創出・再生することにより水と緑のネットワークを構築し、生態系

の回復、ヒートアイランド現象の緩和、自然とのふれあいの場の拡大等を図る。 

１ ．まとまりのある自然環境の保全 

大都市に残された貴重な財産であるまとまりのある自然について、その保全を図る。

このため、大都市に残る保全すべき自然環境を総点検した上で、それらの保全に必要

な施策の強化等を図る。 
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